
                                札幌市交通局告示第 126号         

 

 令和５年４月７日付け、札幌市交通局告示第 125号について、下記のとおり訂正告示する。 

    

令和５年４月 13 日 

札幌市交通事業管理者   

                                 交通局長 中田 雅幸   

記 

 
１ 訂正する内容 

  札幌市交通局告示第 125号「交通局東西線乗務係庁舎耐震工事に伴う事務所移設業務」について、

公表中の仕様書の一部を変更し、入札書の提出期限等の記載内容を下記の通り変更する。 

 

２ 訂正個所 

 (1) 仕様書を別紙のとおり改める。 

(2) 告示文４(2)入札書の提出期限及び提出場所のうち、ア提出期限について、「令和５年４月 17

日（月）17時 00 分（送付の場合は必着のこと。）」を「令和５年４月 24日(月)17時 00分（送付

の場合は必着のこと。）」に改める。 

(3) 告示文４(3)開札の日時及び場所について、「令和５年４月 18日（火）10時 05分」を「令和５

年４月 25日（火）10時 00 分」に改める。 

(4) 入札説明書５(1)の日程について、以下の日程を追加する。 

  第５回 令和５年４月 17日（月）13時 30分～16時 00分 

  第６回 令和５年４月 18日（火）13時 30分～16時 00分 

  第７回 令和５年４月 20日（木）13時 30分～16時 00分 

  第８回 令和５年４月 21日（金）13時 30分～16時 00分 

(5) 入札説明書６(2)開札の日時及び場所について、「令和５年４月 18日（火）10時 05分」を「令

和５年４月 25日（火）10時 00 分」に改める。 

(6) 入札説明書６(3)ア入札書の提出期限及び提出先のうち、(ｱ)提出期限について、「令和５年４月

17日（月）17時 00 分（送付の場合は必着のこと。）」を「令和５年４月 24日(月)17時 00分（送

付の場合は必着のこと。）」に改める。 

(7) 入札説明書６(4)本件の仕様等に対する質問及び回答のうち、イ提出先及び提出期限について、

「令和５年４月 12日」を「令和５年４月 19日」に改める。 

(8) 入札説明書６(4)本件の仕様等に対する質問及び回答のうち、ウ質問に対する回答について、「令

和５年４月 17日」を「令和５年４月 24日」に改める。 

 

３ 契約担当部局 

  〒004-8555 札幌市厚別区大谷地東２丁目４番１号 

  札幌市交通局事業管理部総務課契約係 

 電話 011-896-2709 


